
○ サービス改善の取組状況を客観的に  エ お客様満足度を測るためのアンケートや「お客様へのお約  ④ 窓口サービスの改善   

評価するための覆面調査などを実施  束10か条」の取組状況等を客観的に評価するための覆面  ア 全国の年金事務所等の窓口サービスについて「お客様満   

し、その結果を分かりやすく国民にお知  調査を実施し、お客様に対するサービス向上を図る。  足度アンケート」を実施し、結果を機構ホームページに公   

らせすること。また、顧客満足度を示す  表する。   

指標を設定し、サービス改善に努めるこ  イ 利用者のニーズに対応した社会保険サービスを提供する   

と。  ため、職員教育の充実を図る。  

オ「お客様へのお約束10か条」の達成状況や、お客様から  

寄せられた声とその業務への反映状況等について、毎事業  

年度、年次報告書（アニュアルレポート）を作成し、分かりや  

すく情報提供を行う。  

力機構の理事長の諮問機関として「運営評議会」を設置す  

る。機構の理事会は、意思決定にあたり、運営評議会の意  機構の事業内容や業務の実施方法等について、保険料拠  

見を積極的に聴き、これらを適切に反映することにより、お  出者やお客様の意見を反映させ、その改善を図るため、理事  

客様本位の業務運営の実現を目指す。  長の諮問機関として運営評議会を開催するとともに、運営評  

議会の意見を積極的に業務運営に反映する。  

（6）電子申請の推進に関する事項  6電子申請の推進に関する事項  6電子申請の推進に関する事項   

○ 業務効率化、業務品質の向上及び利  業務効率化、業務品質の向上及び利便性の向上を図る観  業務効率化、業務品質の向上及び利便性の向上を図る   
便性の向上を図る観点から、社会保険  点から、「オンライン利用拡大行動計画」（平成20年9月12  観点から、「オンライン利用拡大行動計画」（平成20年9月   

関係の主要手続について、電子申請の  日什戦略本部決定）等に基づき、主として、事業主等が反復  12日IT戦略本部決定）等に基づき、主として、事業主等が反   

利用を促進するための取組を推進する  的又は継続的に利用する社会保険関係の主要手続につい  復的又は継続的に利用する社会保険関係の主要手続につ   
こと。   て、平成23年度末においてオンライン利用率65％を目指し、  いて、電子申請の利用を促進するための取組を推進する。  

電子申請の利用を促進するための取組を推進する。   具体的には、磁気媒体届書作成プログラムを活用した電子  
申請の利用や社会保険労務士の協力を得た電子申請の利  

用の促進に係る取組を実施する。   

4 業務運営の効率化に関する事項   Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項   Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項   

（1）効率的な業務運営体制に関する事項  1．効率的な業務運営体制に関する事項   1．効率的な業務運営体制に関する事項   

○ 常に業務手順を点検し、業務の合理  ア 業務について、お客様と直接接する年金事務所等一線の  ・業務の合理化及び効率化を図るため、お客様と直接接す   
化・効率化を図るとともに、標準化を進  職員の声を収集することや外部コンサルティングの活用な  る年金事務所等一線の職員の声の収集などにより、常に   

めること。   どにより、常にその手順を点検し、合理化及び効率化を図る  業務の手順を点検する。また、業務の標準化を進め、業  

とともに、標準化を進める。   務処理要領等に反映させる。   
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○ 届出入力等の事務について、都道府  イ 各種届書の入力・審査・決定事務及び通知書等の印刷・  

県域を越えた広域集約化に向けた準備  交付事務については、社会保険オンラインシステム刷新後   

を進めるとともに、年金事務所の配置の  の都道府県域を越えた広域単位の集約化の実現に向け、   

あり方など、体制の見直しに着手するこ  当面、都道府県単位に設置する事務センターヘの完全集   
と   約化を実現する。  

ウ業務運営の実施状況を踏まえて、本部及びブロック本部  

のあり方について検討する。年金事務所については、お客  

様の利便性等を踏まえた再配置計画の策定を検討する。   

（2）運営経費の抑制等に関する事項   2．運営経費の抑制等に関する事項   2．運営経費の抑制等に関する事項  

○ 人員体制については、「日本年金機構  機構の人員体制について、基本計画に基づき、合理化・効   

の当面の業務運営に関する基本計画」  率化を進める。ただし、国家プロジェクトの期間中、年金記録   

（平成20年7月29日閣議決定）（以下  問題の解決に必要な人員については、別途確保する。   

「基本計画」という。）に基づき、合理化・   人件費について、国家公務員の給与水準の動向や社会－   

効率化を進めること。ただし、年金記録  

問題の解決が早急かつ確実にできる体  

制とすること。なお、人件費については、  

国家公務員の給与水準の動向や社会  

一般の情勢も踏まえ、効率化を進める  

こと。  

運営経費について、効率的な執行を進める。                         ○中期目標期間の最後の事業年度にお   

いて、一般管理費（人件費を除く。）及  中期目標期間の最後の事業年度において、一般管理費（人   

び業務経費（年金記録問題対策経費、  件費を除く。）については平成22年度比で12％程度、業務   

年金相談等事業経費及び特殊要因に  経費（年金記録問題対策経費、年金相談等事業経費及び特   
より増減する経費を除く。）について、平  殊要因により増減する経費を除く。）については平成22年度   

成22年度比での削減目標をそれぞれ  
設定し、業務の効率化を進めること。   

（3）外部委託の推進に関する事項   3．外部委託の推進に関する事項   3．外部委託の推進に関する事項   

O「基本計画」に基づき、外部委託を推  基本計画に基づき、業務の外部委託を進める。外部委託に  ア 納付督励等の外部委託について引き続き推進するととも   

進するとともに、委託業務の品質の維  あたっては、以下により、委託した業務の品質の維持・向上を  に、新たに、平成22年1月から、年金相談センターの業   

持■向上を図ること。   図る。   務を全国社会保険労務士会連合会へ委託する。   

13   



ア 業務の性格に応じ、総合評価落札方式や企画競争を活  イ 業務の性格に応じ、総合評価落札方式や企画競争を活  

用するとともに、提案依頼書の作成・提示や標準チェックリ  用するとともに、提案依頼書の作成・提示や標準チェックリ  

ストに基づく事前審査、会計監査による事後確認等により、   ストに基づく事前審査、会計監査による事後確認等を行  
委託業者の適切な選定を行う。  い、委託業者を適切に選定する。  

イ委託業者とサービス品質に関する合意を締結するととも  

に、委託業者からの定期的な報告や必要に応じた立入検   ウ委託業者とサービス品質に関する合意を締結するととも  

査の実施等により的確にモニタルグを実施し、委託業者の  に、委託業者からの定期的な報告や必要に応じた立入検  

業務内容を適正に管理・監視する。また必要に応じ、委託  査の実施等により的確にモニタ」ングを実施し、委託業者  

業者の変更を行う。   の業務内容を適正に管理・監視する。  

ウ 効率化を図ることができる場合には、積極的に複数年契  エ 効率化を図ることができる場合には、積極的に複数年契  

約を活用する。   約を活用する。   

（4）社会保険オンラインシステムの見直し  4．社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項  
に関する事項  

○新年金制度の検討状況を踏まえつ   
つ、「社会保険業務の業務・システム最  の業務・システム最適化計画」（平成18年3月厚生労働省）  務の業務・システム最適化計画」（平成18年3月厚生労働   
適化計画」（平成18年3月厚生労働  の基本的な理念に沿って、社会保険オンラインシステムの見  省）の基本的な理念に沿って、社会保険オンラインシステム   
省）の基本的な理念に沿って、社会保  の見直しに取り組む。   
険オンラインシステムの見直しに取り組  

むこと。   

（5）その他業務運営の効率化の取組に関  5．その他業務運営の効率化の取組に関する事項   5．その他業務運営の効率化の取組に関する事項   
する事項   以下の取組により、契約の競争性・透明性の確保及びコスト  以下の取組により、契約の競争性・透明性の確保及びコス   

○ 契約の性質に応じた適正かつ合理的  削減に努める。調達コストについて、中期目標期間中、毎事  卜削減に努める。  

な契約方法の活用、調達案件の厳正  業年度、調達計画額を定めるとともに、中期目標期間中の実   
な審査t点検の実施等により、契約の競  績において、中期目標期間中の当該計画額（機構設立時に   

争性■透明性の確保及びコスト削減に努  契約を締結するものを除く。）の合計額の10％以上を削減す   
めること。   ることを目指す。  

ア契約について、競争入札（総合評価方式を含む。）による  

①調達における競争性・透明性の確保を図るため、競争入                  ことを徹底し、契約予定価格が少額のものを除く契約につ  

いて、競争入札の件数が占める割合が80％以上の水準を  札（総合評価方式を含む。）に付すことを徹底するととも  

確保することを目指す。   に、調達に係る計画数値に基づき、調達コストの削減に努  

イ 調達委員会を設置し、事業年度を通じた調達の進行管  める。  

理、一定額以上の調達案件の事前審査等を行う。  ②調達委員会を設置し、年間を通じた調達の進行管理や  

一定額以上の調達案件の事前審査等を行い、調達の適  
ウ複数年契約等合理的な契約形態を活用する。なお複数    正化、透明性の確保及び調達コストの削減に努める。  

年契約は、中期目標期間内において行うことを原則とする  
が、土地建物、事務機器等の賃貸借に係る契約、システム   
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開発及び運用保守に係る契約、業務委託契約、宿舎管理  

等の管理保守業務に係る契約、損害保険契約等におい  

て、合理的と判断されるものについては、中期目標期間を  

超えて行うことができることとする。  

5 業務運営における公正性及び透明性  Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務  Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務   

の確保その他業務運営に関する重要  運営に関する重要事項   運営に関する重要事項   

事項   1．内部統制システムの構築に関する事項   1．内部統制システムの構築に関する事項   

（1）内部統制システムの構築に関する事   効率的かつ公正1透明な業務運営の実現を図るため、業務  「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書第16   
項   の有効性・効率性と法令等の遵守に重点を置くとともに、業務  条）に基づき、効率的かつ公正・透明な業務運営の実現を図   

○ コンプライアンス確保やリスクの未然・  上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合にも迅速に対応  るため、業務の有効性・効率性と法令等の遵守に重点を置く   

再発防止を重視した内部統制の仕組  し、再発を防ぐことのできる厳格な内部統制の仕組みを構築  とともに、業務上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合に   
みを構築すること。  する。また、内部監査機能を充実し、内部統制の有効性を検  も迅速に対応し、再発を防ぐことのできる厳格な内部統制の  

証するとともに、継続的にその改善を図る。   仕組みを構築する。また、内部監査機能を充実し、内部統  

具体的には、「内部統制システム構築の基本方針」（業務方  制の有効性を検証するとともに、継続的にその改善を図る。  

法書第16条）に基づき、①コンプライアンスの確保、②業務  平成21年度は、特に、コンプライアンス確保やリスク管理  

運営における適切なリスク管理、③業務の有効性・効率性の  について、その必要性についての機構の役職員の意識の醸  

確保、④適切な外部委託の管理、⑤情報の適切な管理及び  成に重点を置き、効果的な研修内容の検討・実施を行う。ま  

活用等、⑥業務運営及び内部統制の実効的な監視及び改  た、事務処理誤りの内容を本部で一元的に把握・管理し、当  

善、⑦什への適切な対応の7つの事項を柱として、理事会の  該情報を組織内で共有することの必要性について、役職員  

統括の下で、日本年金機構の業務の適正を確保するための  

体制（内部統制システム）を構築するとともに、継続的にその  

改善を図る。  

特に、コンプライアンス確保やリスク管理について、その必  

要性についての機構の役職員の意識の醸成に重点を置き、  

効果的な研修内容の検討・実施を行う。  

また必要な仕組みや体制を整備し、特に、不正や事務処  
理誤りなどの業務上のリスクを未然に防止する観点から、毎年  

度、リスクアセスメント調査を実施してリスクを把握し、調査結  

異に基づく必要な改善措置を講じる。また、事務処理誤りの  

内容については、一元的に把握し、組織内の情報共有の徹  
底を図る。  

○国民からの申請書類など重要文書と                                                      文書管理規程を策定し、文書の原本管理・保管を徹底す   
して指定するものは永年保存するなど  る。特にお客様からの申請書類等で重要文書として指定した  文書の適切な管理・保管を徹底する。   
文書の原本管理・保管を徹底すること。  ものは永年保存とするなど、適正に管理・保管する。   

（2）情報公開の推進に関する事項   2．情報公開の推進に関する事項  2．情報公開の推進に関する事項   

以下の取組により、業務運営の状況や目標の達成状況、組  
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織や役員に関する情報を、お客様の視点に立ち、分かりやす  

い形で広く適切に公開するとともに、法令に基づく情報公開に  

適切に対応する。  

○ 他国の先進事例等も参照し、業務運     ア毎事業年度め年次報告書（アニュアルレポート）の作成t  ① 平成22年7月を目途に公表を行う、日本年金機構の業   

営の状況や報酬をはじめとする役員に  公表等を行い、日本年金機構の業務運営、組織及び報酬  務運営、組織及び報酬をはじめとする役員に関する情報   

関する情報等を、国民の視点に立っ  をはじめとする役員に関する情報等を分かりやすい形で、積  等についての年次報告書（アニュアルレポート）の作成に向   
て、年次報告書（アニュアルレポート）そ  けた準備を行う。  

の他の分かりやすい方法で広く公開する  

こと。  

○年金記録問題への対応に関する業務   

の進捗状況等について、遇次、月次等  いて、週次、月次等定期的に情報提供を行う。  

定期的に情報提供すること。  

○不適正事案や事務処理誤りなどにつ   

いて、率先して調査し、迅速に情報公開  するとともに、必要に応じて調査し、迅速に情報公開を行う  するとともに、必要に応じて調査し、迅速に情報公開を行う   

すること。   等、適切に対処する。   等、適切に対処する。  

エ 業務方法書等の諸規程、役職員に関する情報、事業計  ④ 業務方法書等の諸規程、役職員に関する情報、事業計  

画・報告、その他日本年金機構法に基づき公表が義務付  画、その他日本年金機構法に基づき公表が義務付けられ  
けられている情報について、ホームページヘの掲載等により  ている情報について、ホームページヘの掲載等により広く  

広く適切に公表する。   適切に公表する。   

（3）人事及び人材の育成に関する事項  3．人事及び人材の育成に関する事項   3．人事及び人材の育成に関する事項  
以下の取組により、組織の一体感を醸成する。   （D 戦略的な人事政策  

○正規職員採用や幹部職員人事を本             ア 正規職員の採用や幹部職員人事は本部で一括して行う。   中期計画に沿った戦略的な人事政策を推進する。  
部で一括して行い、組織の一体感の醸  イ すべての正規職員について、全国異動により管理業務と   

成に努めること。正規職員については、   現場業務の経験を通じて幹部育成を行うことを基本とする   

全国異動を基本とするキャリアパターン  キャリアパターンを確立する。   

を確立すること。   ウ 年功序列を排した能力・実績本位の人材登用や給与体   

○年功序列を排し、能力・実績本位の  

人材登用や給与体系等の確立を図るこ  

と。  

②人事評価制度の推進                       O「お客様の立場に立ったサービス提   
供」「コスト意識・無駄排除」「業務改善」   育成に資するよう、「お客様の立場に立ったサービス提供」   全ての正規職員・准職員を対象として、「お客様の立場   

「現状把握・情報公開」「コミュニケーシ   「コスト意識・無駄排除」「業務改善」「現状把握・情報公  に立ったサービス提供」「コスト意識・無駄排除」「業務改   

ヨン能力の向上」といった取組が適正に  開」「コミュニケーション能力の向上」といった取組が適正に  善」「現状把握・情報公開」「コミュニケーション能力の向   

評価される人事評価制度を導入するこ  評価される人事評価制度を導入する。また、制度の適正な  上」といった取組が適正に評価される人事評価制度を導  と。  運営により、職員の適切な処遇に反映させるとともに、必要  入し、評価者訓練等により、制度の趣旨について職員への   
16  
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に応じ、制度の改善を図る。   
徹底を図る。  

○職員の専門性を向上させるための研       オ 職員の専門性を高めるための体系的な研修を実施すると  ③人材の育成   

修・教育の充実を図ること。   ともに、社内資格制度を設ける。   研修その他戦略的な人材の育成を推進するための準備を進  

める。   

（4）個人情報の保護に関する事項  4．個人情報の保護に関する事項  4．個人情報の保護に関する事項  
公的年金事業に対するお客様の信頼回復を図るため、以  

下の取組により、個人情報の保護・管理に万全を期する。  

○職員に対し、個人情報保護の重要性     ア効果的な研修の実施やセルフチェックの仕組みの導入な   ①職員に対して個人情報保護の重要性についての認識を   
についての徹底を図ること。個人情報に  どにより、職員に対して個人情報保護の重要性についての  徹底するため、全職員を対象とした効果的な研修の実施   
関するセキュリティー対策を講じ、個人  認識を徹底する。   やセルフチェックの仕組みの導入を行う。   

情報の保護・管理に万全を期すこと。   イ 生体情報認証によるアクセス制御やアクセス内容の監視  ② 個人情報保護のため、生体情報認証による厳格なアク  

などシステム上の対策を講ずる。  セス制御、日本年金機構個人情報保護管理規程の職員  
への周知徹底、アクセス内容の監視、個人情報にかかわ  

る業務を委託する場合における厳格な委託先の選定と業  

務の監督等を行う。  

ウプライバシーマークの基準を踏まえつつ、事務室や窓口に      ③プライバシーマークの基準を踏まえつつ、事務室や窓口  
おいて、徹底したセキュリティー対策を講ずる。   において、徹底した個人情報のセキュリティー対策を講ず  

エ個人情報に関わる業務を外部委託する場合において、厳  

格な委託先の選定及び監督を実施する。   

Ⅴ 予算、収支計画及び資金計画   Ⅴ 予算、収支計画及び資金計画  

「Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配  1．予算については、別紙1のとおり。  

慮した中期計画の予算、収支計画及び資金計画を作成し、  2．収支計画については、別紙2のとおり。  

当該予算による運営を実施することにより、日本年金機構の  

財務内容の改善を図る。  

1．予算  

別紙1のとおり。  

2．収支計画  

別紙2のとおり。  

3．資金計画  

別紙3のとおり。   
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別紙1   

中期計画（平成21年度～平成25年度）の予算  

（単位：百万円）  

別紙1－2  

運営費交付金の算定ルール  

1．平成21年度及び平成22年度  

業務の実施に要する費用を個々に見積もり算出する。  

2、平成23年度以降  

一  次の算定式による。  

区  別   金  額   

収入   

運営費交付金   1，046．5ほ  

運営費交付金   549，164   
事業運営費交付金   497，351   

その他の収入   1，653   

計   1，048，168   

支出   

業務経費   598．618  

保険事業経費   217．683   
オンラインシステム経費   78，063   
年金相談等経費   201．605   
年金記録問題対策経費   101．266   

一般管理費   449，551   

計   1，048，168   

官費交付金＝年金記録問題対策経費＋人件費＋一般管理費＋特殊要因   

○ 人件費   

土姓皇三豊杢塗量」A⊥土星墜圭呈 

A：基本給、諸手当、社会保険料等の人件費（退職手当除く）  

A＝†P7×α×β）＋（P2×G）＋P3  

A ：当該年度の基本給等  

Pl：前年度の基本給等中昇給及び給与改定の影響を受けるもの  

P2：前年度の基本給等中給与改定の影響を受けるもの  

P3：前年度の基本給等申昇給及び給与改定の影響を受けないもの  

α ：運営状況等を勘案した昇給原資率  

β：運営状況等を勘案した給与改定率  

S：当年度の退職予定者及び前年度以前の予定退職者に対応した当年度分退職手当額  

○ 一般管理費＝一般管理費（B）×γ1x∂  

B ：前年度の一般管理費  

γ1：効率化係数（一般管理費）  

∂ ：消費者物価指数  

○ 特殊要因＝年金記録問題対策経費、法令等の改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可  

能な事由により発生する資金需要については、毎年度予算編成の過程において決定す  

る。   

■■疇  

〔人件費の見積もり〕期間中総額383，113百万円を支出する。  

〔運営費交付金の算定ルール〕別紙1－2  

（注記1）金額欄の数字は四捨五入の関係で「致しないことがある。  

（注記2）平成21年度の年金記録問題対策経費については、1次補正後予算額  

を計上する。  

（注記3）平成23年度以降の年金記録問題対策経費については、毎年度予算編  

成の過程において決定する。  

（平成21年度当初：10．631百万円、平成21年度補正後：21，252百万  

円、平成22年度当初：80，014百万円）  



別紙2   

中期計画（平成21年度～平成25年度）の収支計画  

（単位：百万円）  

事業運嘗蓑交付金＝業務費（年金記録問題対策経費を除く。）十特殊要因  

○ 業務費  

＝（業務費（年金相談等経費及び年金記録問題対策経費を除く。）（R2）×γ2＋年金相談等経   

費（R3）1×∂×〃2  

R2：前年度の業務費（年金相談等経費及び年金記録問題対策経費を除く。）  

R3：年金相談等経費  

γ2：効率化係数（業務費）  

∂ ：消費者物価指数  

〟2：政策係数（業務費）  

○ 特殊要因＝年金記録間男対策経費、法令等の改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可  

能な事由により発生する資金需要については、毎年度予算編成の過程において決定す  

る。  

区  別   金  額   

費用の部   1，048．168   

経常費用   1．048，168   

業務経費   598，618   
保険事業経費   217．683   
オンラインシステム経費   78，063   
年金相談等経費   201，605   
年金記録問題対策経費   101．266   

一般管理費   449．551   
人件費   383，113   
その他一般管理費   66，438   

収益の部   1．048，168   

経常収益   1，048．168   

運営費交付金収益   1，046，515   

運営費交付金収益   549，164   
事業運営費交付金収益   497．351   

その他の収入   1，653   
純利益（△純損失）   0   

総利益（△総損失）   

［注 記］  

1．α、β、∂、γ及び〟については、以下について勘案した上で、各年度の予算編成過程において、   

当該年度における具体的な計数値を決める。  

∂（消費者物価指数）：前年度の実績値を使用する。  

〟（政策係数）：業務の必要性、厚生労働大臣の評価等を総合的に勘案し、具休的な伸び率を決  

定する。  

2．平成23年度以降の予算の見積もりに際しては、   

① α、β、∂及び〟の伸び率を0として過程した。  

（∋ γ1（効率化係数（一般管理費））については、平成23年度は▲0．95486112、平成24年度  

及び平成25年度は▲0．96と仮定した。   

③ γ2（効率化係数（業務費））については、平成23年度は▲0．97949188、平成24年度及び  

平成25年度は▲0．99と仮定した。  

（注記1）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。  

（注記2）当法人における退職手当については、その全額について、運営費交  

付金を財源とするものと想定している。  

（注記3）平成21年度の年金記録問題対策経費については、1次補正後予算額  

を計上する。  

（注記3）平成23年度以降の年金記録問題対策経費については、毎年度予算編  

成の過程において決定する。  

（平成21年度当初：10．631百万円、平成21年度補正後：21，252百万  

円、平成22年度当初：80，014百万円）   



別紙3   

中期計画（平成21年度～平成25年度）の資金計画  

（単位：百万円）  

区  別   ・金  額   

資金支出   

業務活動による支出   1，048，168  

投資活動による支出   0   

財務活動による支出   0   

計   1．048，168   

資金収入   

業務活動による収入   1，046，515  

運営費交付金による収入   549，164   

事業運営費交付金による収入   497．351   

その他の収入   1，653   

投資活動による収入   0   

財務活動による収入   0   

計   1，048，168   

（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。   



別紙2  別紙1  

平成21年度予算  平成21年度収支計画   

（単位：百万円）  （単位：百万円）   

区  別   金  額   

収入   

運営費交付金   74，805  

運営費交付金   43．073   

事業運営費交付金   31．733   

その他の収入   

計   74．918   

支出   

業務経費   52，985  

保険事業経費   15，511   
オンラインシステム経費   4，061   
年金相談等経費   12，161   
年金記録問題対策経費   21．252   

一般管理費   21，934   

計   74．918   

区  別   金  額   

費用の部   74，918   

経常費用   74，918   

業務経費   52，985   

保険事業経費   15．511   

オンラインシステム経費   4，061   
年金相談等経費   12，161   

年金記録問題対策経費   21．252   

一般管理費   21，934   

人件費   19．210   

その他一般管理費   2．724   

収益の部   74，918   

経常収益   74，918   

運営費交付金収益   74，805   

運営費交付金収益   43，073   

事業運営費交付金収益   31，733   

その他の収入   113   

純利益（△純損失）   0   

総利益（△総損失）   0   

（注記1）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある 

． 

（注記1）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。  

（注記2）当法人における退職手当については、その全額について、運営費交  

付金を財源とするものと想定している。  

（注記3）年金記録問題対策経費については、1次補正後予算額を計上する。   



別紙3  

平成21年度資金計画  

（単位：百万円）   

区  別   金  額   

資金支出   

業務活動による支出   74．918  

投資活動による支出   0   

財務活動による支出   0   

計   74，918   

資金収入   

業務活動による収入   74，805  

運営費交付金による収入   43，073   

事業運営費交付金によ皐収入   31，733   

その他の収入   113   

投資活動による収入   0   

財務活動による収入   0   

計   74，918   

（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。   




